
　１　　使用時間の始期は毎時０分です。（９時～…○、９時３０分～…×）

　２　　使用は最低３時間からです。３時間を超えてからは１時間単位の追加となります。

　　　　ただし、調理室及び配線室は最低１時間から使用可能です。

　４　　鶴鳴館本館２階単独の使用は他者の利用により１階が使用できない場合のみ使用できます。

平成２４年４月１日申請から適用
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お　知　ら　せ

亭　　舎　　名

亭舎使用の基準が、平成２４年４月１日申請から次のように変わりますのでお知らせします。

亭 舎 料 金 表
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